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5-6 頁 ６．お客様の資産の分別管理の方法 

 当社は、資金決済法及び金融商品取引法に基づき、お客様の財

産を保護するため、お客様が預託した金銭・暗号資産を分別管理

する義務を負っております。当社は、かかる分別管理業務に必要

な設備を設け、当該設備を運用するために十分な人員を確保の

上、以下の方法により、お客様の資産を、当社自らの財産と分別

管理しております。 

（１）略 

（２）暗号資産 

 【ETH 以外について】 

当社は、自らお客様の暗号資産を管理していますが、受託暗

号資産と自己の固有財産である暗号資産とを明確に区分し、か

つ、受託暗号資産については、どのお客様の暗号資産であるか

が直ちに判別できる状態で分別管理しています。また、当社で

は、受託暗号資産を、常時インターネットから隔離された「コ

ールドウォレット」にて保管しております。さらに、コールド

ウォレットからホットウォレットに受託暗号資産を移動する際

には複数部署の承認が必要な体制となっているため、複数名に

よって厳重に監視された状態でのみ、コールドウォレットから

の受託暗号資産の移動が可能となっております。 

６．お客様の資産の分別管理の方法 

 当社は、資金決済法及び金融商品取引法に基づき、お客様の財

産を保護するため、お客様が預託した金銭・暗号資産を分別管理

する義務を負っております。当社は、かかる分別管理業務に必要

な設備を設け、当該設備を運用するために十分な人員を確保の

上、以下の方法により、お客様の資産を、当社自らの財産と分別

管理しております。 

（１）略 

（２）暗号資産 

当社は、自らお客様の暗号資産を管理していますが、受託暗

号資産と自己の固有財産である暗号資産とを明確に区分し、か

つ、受託暗号資産については、どのお客様の暗号資産であるか

が直ちに判別できる状態で分別管理しています。また、当社で

は、受託暗号資産を、常時インターネットから隔離された「コ

ールドウォレット」にて保管しております。さらに、コールド

ウォレットからホットウォレットに受託暗号資産を移動する際

には複数部署の承認が必要な体制となっているため、複数名に

よって厳重に監視された状態でのみ、コールドウォレットから

の受託暗号資産の移動が可能となっております。 

受託暗号資産の移転の際に複数の秘密鍵を必要とする「マル

チシグ（マルチシグネチャ）」についても、当社のセキュリテ
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受託暗号資産の移転の際に複数の秘密鍵を必要とする「マル

チシグ（マルチシグネチャ）」についても、当社のセキュリテ

ィ基準を満たす各暗号資産に導入しており、秘密鍵をセキュリ

ティ構成の異なる複数の場所に保管することで、流出リスクの

低減を図っております。また、受託暗号資産の移転の運用方法

については、社内規程に基準を設けており、意図しない移転が

生じないよう厳格な社内管理体制を敷いております。 

 【ETH について】 

当社は、お客様の暗号資産の管理を、株式会社 Crypto Garage

（東京都渋谷区恵比寿西 2-19-9、以下「Crypto Garage 社」とい

います。）に委託しております。Crypto Garage 社は、当社のお

客様の暗号資産とそれ以外の暗号資産を明確に区分して管理し

ており、かつ、当社がどのお客様の暗号資産であるかが直ちに判

別できる状態で管理しております。また、Crypto Garage 社は、

当社のお客様の暗号資産の全部を、同社が保有する暗号資産と

区別して、コールドウォレットにより明確に区分し、保管してお

ります。 

なお、当社は、お客様の暗号資産の保全に関して、自己で管

理する場合と同等のお客様の保護が確保されていると合理的に

認められる方法で、Crypto Garage 社に暗号資産の管理を委託

するとともに、Crypto Garage 社が適正かつ確実に業務を遂行

ィ基準を満たす各暗号資産に導入しており、秘密鍵をセキュリ

ティ構成の異なる複数の場所に保管することで、流出リスクの

低減を図っております。また、受託暗号資産の移転の運用方法

については、社内規程に基準を設けており、意図しない移転が

生じないよう厳格な社内管理体制を敷いております。 
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しているか等について、必要かつ適切な監督を行っておりま

す。 

以 上 


